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f3・ざ け る な 闘 電 ゴ
自治体行政に「守秘義務Jを強神|するとは何様だゴ

全国で初めて1戸日が門真市9月議会議質問で明らかにした驚くべき事実 |

開琶|ま長期難 1契約をエサに自治徹に「守融義務」を強制してしヽた

税 金 で払 ラ契 約 内 容 を秘 密 にしろ、守 融 義 務――十_″ ″…………―………ヤヤ
≧徹福塞類ゴ約を結んだ事 自徹 を融密にしろ、と

開電の情報隔し体質をブチ破るため与あなたのまうの行政に
この開素請求をして下さい

P
苦渋の 「開訴漁農期間延長通細」

効果縫六 二者地で起こせば→
闘電の秘密体資の一白が崩揮

9月議会の質問準備で調査する中で、こんなとんでもない
事が判明した。公的341の 重い電力会社たる関電がく「行政情
報の積極公開提供」を絶対要件とする自治体=門 真市に対し
て、あろうことか 「(長期契約で基本料金の何%か を割引する
代わりに)契 約内容を秘密にしろ !契約終了後も秘密にし
ろ 1」と強制する に酌鴨覇彩再軸 を飲ませていたの亀
門真市では環境センターの3年電気契約だけだが、こうい

う事 「帥 叫」は関電以外の電力会社も同じはず。
割引に釣られてこんな反市民的な契約を容認しな事を門真

市は反省して、情報開示の原点に戻ることを答弁で約束した。
そして戸国は内容を公表させるぺく、右のよう|ご情報開示

請求を行なった 1 み んながそれぞれの行政に対して同様の
開示請求をして関電の秘密主義に風穴を開けよう !

F取裏Hiは 甲訪南懸出 を11/111こ延期

，
，
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公文書開示請求書

門真市長 様

<公 文書の件名または内容>

1:関 電と門真市が交わしている
が定められている

2:関 電と門真市との契約、
・基本料金単価
・力率割引率
・長期契約割弓1率
・夏期電力量単価

がわかる贈

<請 求の目的> :調 査

2011年 9月 29日

行
な
っ
た

公文書開示決定期間延長通知書

平成 23年 10月 14日

戸田ひさよし 様

円真市長 園 部一成

平成 23年 9月 29日 に請求のありました公文書の

開示について、門真市博報公開条例第 11条第 2項の規
定により、次の通り開示の可否の決定期間を延長しま

したので、通知します。

<公 文書の作名または内容>

衛 示請求書と同じ内容なので、ここでは略)

<延 長の理由>

請求された情報の中に、第三者に関する情報が記載さ

れているため、当該第三者の意見を聴く必要があり、

短期間に開示 ・不開示等の決定をすることが困難であ

るため。          ,

<開 示の可否を決定する期限>

平成23年 11月 11日

F薗 幡 益 韻 鰤 離 継 到 戸 田 ひ き よ し
連帯ユニオン議員ネツト代表など

1、

〒571-0048大阪府門真市 新橋町12-18三松マンション207

目富高舌;06-6907-7727 FAX;06-6907-7730
HPは 甲 田ひさよじ」検菜ですぐとザイトク特集など豊富

メ中リレ;todaTjimul@hige一 toda.com

悪徳関電は、門真市からの 「文書開示の同意の要請」に対し
て 「守秘義務契約だから同意出来ない」と言うばかりで、全然
同意しようとしないため、門真市としては弁護士に何度も相談
し、ギリギリまで検討したが、「全国で例のない事であり」、「法
的にしっかりした対応していくには、関電側の主張を文書で明
.らかにさせるなどもして、一定の時間をかけて十分検討せざる

を得ない」、との判断に立って、「開示決定期間延長」を決め、
その期限を11/11とする通知を戸田に行なった。

★全国の反原発 ・脱原発の同意達よ !南韓 よ 1この闘い

に注目し問真市に声援を寄せ、各地で開示請求をしてくれ !

革新自治体でも何でもない自民党市長の、人口 13万人の貧
乏自治体の問真市が、関電という、強権橋下の情報公開要求す
ら撥ねつけた巨大凶悪独占企業に対して、マ青政が業者との契

約内容=税 の使い途を市民に隠す事は出来ない」という素朴な
正論を頼りに、頑張ろうとしている事の凄さを分かって欲し

い 1


